
環
境
清
掃
課 

☎︎
57
◆ 

４
１
０
０
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都
市
計
画
課 

☎
66
◆

１
１
４
２

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

９
月
１
日
㈮
～
10
日
㈰
は
屋
外

広
告
物
適
正
化
旬
間
。

は
り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
、
広

告
板
、
広
告
塔
な
ど
の
屋
外
広
告
物

の
設
置
に
は
、
街
の
景
観
を
守
る
た

め
、
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ
る
一
定

の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
と
き

は
、
事
前
に
都
市
計
画
課
に
相
談

し
、
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
県
内
で
屋
外

広
告
業
を
営
む
た
め
に
は
、
事
前
に

県
知
事
の
登
録
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

屋
外
広
告
物
条
例
を
守
り
、
美
し

い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

都
市
計
画
課 

☎
66
◆

１
１
４
２

地
区
計
画
変
更
案
の
縦
覧

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
春
日
浦
地
区
計
画
、
民
成
工
業

用
地
地
区
計
画
を
変
更
す
る
に
あ

た
り
、変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。（
規

制
内
容
変
更
な
し
）

地
区
内
に
土
地
を
所
有
す
る
方

ま
た
は
利
害
関
係
を
有
す
る
方
で
、

変
更
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
方

は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
市

長
宛
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間　
９
月
８
日
㈮
～
22
日
㈮

縦
覧
場
所　
都
市
計
画
課

消
防
本
部
予
防
課 

☎
68
◆

０
９
３
８

危
険
物
取
扱
者
試
験

対　
象　
高
校
生
以
上
の
方

と
き
・
と
こ
ろ

10
月
８
日
㈰　

　

愛
知
大
学
豊
橋
キ
ャ
ン
パ
ス

（
豊
橋
市
町
畑
町
）

10
月
22
日
㈰

　

名
古
屋
工
学
院
専
門
学
校

　
（
名
古
屋
市
熱
田
区
）

種　
類　

 
全
種
類

申
し
込
み　
９
月
４
日
㈪
～
13
日

㈬
に
所
定
の
願
書（
消
防
本
部
、

消
防
署
東
部
・
西
部
出
張
所
に

あ
り
ま
す
）を
直
接
ま
た
は
郵

送
で
、
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ

ー
愛
知
県
支
部（
〒
460-

０
０

０
１
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
３

-

２-

１
愛
知
県
東
大
手
庁
舎
６

階
）へ
。

　

電
子
申
請
も
で
き
ま
す
。

　

消
防
試
験　

検
索


